
お 知 ら せ
i n f o r m a t i o n

　
　
お
知
ら
せ

平
成
28
年
分
年
末
調
整
説
明

会
の
お
知
ら
せ

　

郡
山
税
務
署
で
は
、
事
業
所

な
ど
で
給
与
を
担
当
さ
れ
て
い

る
方
な
ど
を
対
象
と
し
た
平
成

28
年
分
年
末
調
整
説
明
会
を
行

い
ま
す
。
日
程
・
会
場
は
次
の

と
お
り
で
す
。

　

な
お
年
末
調
整
の
諸
用
紙

は
、
10
月
下
旬
か
ら
11
月
上
旬

の
間
で
発
送
を
予
定
し
て
い
ま

す
。

問
郡
山
税
務
署（
源
泉
所
得
税

担
当
）

☎
０
２
４
︲
９
３
２
︲
２
０
４
１

※
音
声
に
従
っ
て「
２
」を
選
択

し
て
く
だ
さ
い
。

■平成28年分年末調整説明会
開催日 受付時間 説明会 会場 対象地域

11月16日㊌
午前10時から 午 前10時30分 か ら

午後０時30分まで
郡山市民文化センター（中ホール） 郡山市

午後１時30分から 午後２時から
午後４時まで

11月18日㊎
午前９時30分から 午前10時から

正午まで
田村市船引公民館ホール

田村市

午後１時から 午後１時30分から
午後３時30分まで

三春町
小野町

10
月
は
不
正
軽
油
撲
滅
強
化

月
間
で
す

　

福
島
県
で
は
10
月
を「
不
正

軽
油
撲
滅
強
化
月
間
」と
定
め
、

関
係
団
体
と
協
力
し
て
不
正
軽

油
の
排
除
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

　

軽
油
に
課
税
さ
れ
る
軽
油
引

取
税
は
県
税
で
す
が
、
脱
税
す

る
目
的
で
軽
油
に
灯
油
や
重
油

を
混
ぜ
る
な
ど
し
て
製
造
さ
れ

る
燃
料（
い
わ
ゆ
る
不
正
軽
油
）

を
、
正
常
な
軽
油
と
偽
っ
て
販

売
・
使
用
さ
れ
て
い
る
事
例
が

あ
り
ま
す
。
不
正
軽
油
は
悪
質

な
脱
税
行
為
で
あ
り
、
環
境
汚

染
や
エ
ン
ジ
ン
故
障
の
原
因
、

公
正
な
市
場
競
争
の
阻
害
、
さ

ら
に
暴
力
団
な
ど
の
資
金
源
に

も
繋
が
り
ま
す
。

　
「
不
正
軽
油
を
作
ら
な
い
・

売
ら
な
い
・
買
わ
な
い
・
使
わ

な
い
」

　

不
正
軽
油
の
防
止
・
撲
滅
に

は
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
と
情
報

提
供
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
不
正

軽
油
に
関
す
る
情
報
は
、
左
記

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
福
島
県
総
務
部
税
務
課

☎
０
２
４
︲
５
２
１
︲
７
２
０
５

問
県
中
地
方
振
興
局
県
税
部

☎
０
２
４
︲
９
３
５
︲
１
２
６
０

「
臨
時
福
祉
給
付
金
及
び
障

害
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給
者

む
け
給
付
金
」の
申
請
は
お

済
み
で
す
か

　
「
臨
時
福
祉
給
付
金
及
び
障

害
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給
者
向

け
給
付
金
」の
申
請
は
11
月
30

日
㊌
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

期
限
を
過
ぎ
る
と
申
請
で
き
な

く
な
り
ま
す
の
で
、
該
当
す
る

方
で
ま
だ
申
請
が
お
済
み
で
な

い
方
は
お
早
め
に
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。
対
象
者
と
見
込
ま

れ
る
方
に
は
、
８
月
に
申
請
書

を
お
送
り
し
て
い
ま
す
が
、
対

象
と
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
申

請
書
が
届
い
て
い
な
い
場
合

は
、
健
康
福
祉
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
臨
時
福
祉
給
付
金
】

◆
支
給
対
象
者

　

平
成
28
年
度
分
の
町
民
税

（
均
等
割
）が
課
税
さ
れ
て
い
な

い
方

※
た
だ
し
、
課
税
者
の
扶
養
に

　

入
っ
て
い
る
場
合
、
生
活
保

　

護
の
受
給
者
で
あ
る
場
合
な

　

ど
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

※
前
回
の
高
齢
者
向
け
給
付
金

　

の
支
給
対
象
者
も
受
給
で
き

　

ま
す
。

◆
支
給
額

　

対
象
者
１
人
に
つ
き
３
千
円

【
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給

者
向
け
給
付
金
】

◆
支
給
対
象
者

　

臨
時
福
祉
給
付
金
の
支
給
対

象
者
の
う
ち
障
害
基
礎
年
金
・

遺
族
基
礎
年
金
の
平
成
28
年
５

月
分
の
受
給
が
あ
る
方（
高
齢

者
向
け
給
付
金
の
受
給
者
を
除

き
ま
す
）

◆
支
給
額

　

対
象
者
１
人
に
つ
き
３
万
円

◆
各
給
付
金
の
申
請
窓
口
お
よ

び
申
請
時
間

　

健
康
福
祉
課

　

平
日
の
午
前
８
時
30
分
か
ら

午
後
５
時
15
分
ま
で

☎
７
２
︲
６
９
３
４

◆
ご
注
意

　

平
成
28
年
１
月
１
日
時
点

（
基
準
日
）で
住
民
登
録
し
て
い

た
市
町
村
で
期
間
内
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。（
申
請
期
間
は
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